
令和６年度第１回南会津町地域公共交通会議 会議録 

 

Ⅰ．日時 令和６年６月２７日（木）午後１時３０分から午後２時１５分 

 

Ⅱ．場所 南会津町役場 本庁舎３階 正庁 

 

Ⅲ．次第 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 協 議 

（１）令和５年度南会津町地域公共交通会議収支決算及び監査報告について【資料１】 

（２）南会津町地域公共交通計画の一部改訂について【資料２】 

（３）令和７年度地域公共交通計画（地域内フィーダー系統）認定申請（案）について【資料３】 

（４）その他 

    

４ 閉 会 

 

Ⅳ．出席者（委員１８人中１２人出席・オブザーバー１名出席） 

区  分 団体・機関等 職  名 氏  名 出欠 

⑴町長が指名す

る役職員 
南会津町 副町長 佐藤 一範 出 

⑵一般旅客自動

車運送事業者

の代表 

一般乗合代表 

会津乗合自動車株式会社 

バス・タクシー事業部 

輸送管理課長 
小澤  睦 出 

一般乗用代表 

南会津町事業者代表 

田島タクシー有限会社 

代表取締役 馬場 丈晴 欠 

一般貸切代表 

会津交通株式会社 
代表取締役 吉田 正寿 出 

⑶一般旅客自動

車運送事業者

の組織する団

体の代表 

一般乗合自動車運送事業者の

組織する団体の代表 

公益社団法人福島県バス協会 

専務理事 宍戸 紳一郎 出 

一般乗用旅客自動車運送事業

者の組織する団体の代表 

社団法人福島県タクシー協会会津支部 

支部長 佐藤 俊材 欠 

⑷住民又は利用

者の代表 
高齢者代表 田島地区老人クラブ連絡協議会長  高橋 紀 出 

婦人代表 舘岩商工会女性部長 芳賀 久美 欠 

青年代表 南郷青年会事務局長 五十嵐 太介 出 

児童生徒保護者代表 田島小学校ＰＴＡ会長 平山 麿 欠 

⑸東北運輸局長若

しくは福島運輸

支局長又はその

指名する者 

国土交通省東北運輸局 

福島運輸支局 
首席運輸企画専門官 黒田 雅樹 出 



⑹一般旅客自動

車運送事業者

の事業用自動

車の運転者が

組織する団体

の代表 

一般乗合旅客自動車運送

事業者に係る団体の代表 

会津乗合自動車株式会社 

労働組合 

書記長 山田 保道 
代理 

遠藤 章 

一般乗用旅客自動車運送

事業者に係る団体の代表 

福島県ハイヤータクシー

労働組合会津支部 

組合員 浅井 角栄 欠 

⑺道路管理者、

福島県警察、

学識経験者そ

の他の交通会

議が必要と認

める者 

福島県南会津地方振興局 
県民環境部副部長 

兼県民環境課長 
渡部 洋一郎 出 

南会津警察署 地域交通課長 星野 晃佑 出 

南会津建設事務所 企画管理部長 三瓶 融 出 

南会津町社会福祉協議会 会長 渡部 仁 

代理 

五十嵐小

一郎 

会津鉄道株式会社 駅事業部部長兼会津田島駅駅長 湯田 仁 欠 

(8)関係自治体 檜枝岐村 総務課長 橘 千春 出 

【事務局】南会津町総合政策課長：星良栄 地域振興係長：舟木浩隆 地域振興係主査：室井成美  

 

Ⅴ．会議 

～進行～ 

１開会 

 舟木係長より開会宣言 

・本日の出席委員につきましては、委員総数１８名の内１２名に出席いただいております。南会津町地域

公共交通会議設置要綱第５条第２項に定める半数以上の出席の要件を満たしておりますので、本会議は成

立することを報告させていただきます。 

・本日の会議には、協議に関するオブザーバーとして、檜枝岐村より橘千春総務課長にご出席いただいてお

りますので、ご紹介申し上げます。 

 

２会長あいさつ 

 佐藤一範会長 

・皆さんこんにちは。今ほどご紹介ありました南会津町副町長佐藤でございます。本日の会議開催にあたり

ましては、皆様にはご多用のところ、また遠方よりご出席をいただきましてありがとうございます。本町

におきましては、昨年度、町の公共交通のマスタープランであります、公共交通計画を策定いたしまして、

町民の皆様にとって利用しやすい公共交通の運行を目指しているところでございます。働き方改革などに

よりましてバスやタクシーの運転手の方々の労働時間改善を行ってもなお、運転手不足の解消は難しい状

況にあるなど、様々な問題がある中で、町民の生活交通の足を確保することはもちろん、観光客の皆さん

の移動手段の充実を図っていくということも求められているというふうに思っております。また人口減少

が進む中で、公共交通の利用者数も減少していくことが予想されております。そのような中でも、交通事

業者の皆様と連携をしながら、効果的かつ効率的な公共交通の運行を図ることで、利用者の維持をできる

ような取り組みを行っていきたいというふうに考えています。さて本日の協議内容でございますが、３点

ございまして、１点目に、令和５年度の本会議収支決算及び監査報告についてでございます。２点目が、

昨年度策定いたしました計画の一部改定についてでございます。３点目が、令和７年度の地域内フィーダ

ー系統計画認定申請を議題とさせていただきます。詳細については後程事務局より説明させていただきま



すが、３点目の地域内フィーダー系統につきましては、地域間幹線系統に接続する重要な役割を担ってお

りますデマンド交通についての内容となっておりますので、委員の皆様には、それぞれの立場から忌憚の

ないご意見をちょうだいできればと思っております。今年度も今回を含めまして、３回程度の会議を予定

しております。皆様にはお忙しいところとは存じますが、ご出席いただきますようお願い申し上げまして、

挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３協議 

（１）令和５度南会津町地域公共交通会議収支決算及び監査報告について 

  ○資料１に基づき、事務局（室井）から説明 

  ・令和５年度に策定した南会津町地域公共交通計画策定に係る委託料や国県補助金の収支について

説明。 

  ・監査である南郷青年会事務局長五十嵐太介委員から監査報告。 

 【質疑・意見等】 

  ・特になし 

 ≪協議事項（１）について原案のとおり承認≫ 

 

（２）南会津町地域公共交通計画の一部改訂について 

  ○資料２に基づき、事務局（室井）から説明 

  ・商店の閉店、医療施設の閉院に伴う図からの削除及び、路線バス再編に伴う図の経路変更につい

て説明。 

 【質疑・意見等】 

  ・特になし 

 ≪協議事項（２）について原案のとおり承認≫ 

 

（３）令和７年度地域公共交通計画（地域内フィーダー系統）認定申請（案）について 

○資料３に基づき、事務局（室井）から説明 

・令和６年１０月１日～令和７年９月３０日までの各地域デマンドタクシー運行計画について

の説明 

【質疑・意見等】 

南会津地方振興局渡部委員：１ページ目（１）の目標のところで、令和１０年度までの人数の表があり

ますが、各地域とも令和８年度だけちょっと下がって、また上がっていく

っていう形ですが、令和８年度に何かあるのでしょうか。 

事務局（室井）：令和８年度については運行日数が２日、３日程度少ないため、そこに１日の利用人

数をかけると数名から数十名少なくなります。 

南会津地方振興局渡部委員：運行日数が他の年より少ないのは何かあってのことなのでしょうか。 

事務局（室井）：祝日等の関係で計算すると、平日が他の年より少ないためです。 

佐藤会長：その他に何かございますでしょうか。せっかくの機会ですので、今回新たに着任されま

した国交省の黒田専門官から何かアドバイスや、今後進めていく上でのポイントや注意

点がありましたらお願いいたします。 

福島運輸支局黒田委員：今回幹線系統が見直しをされて、地域内のフィーダー系統が１つ対象外と

なったということですが、運行はしているということでしょうか 

事務局（室井）：なくなったわけではなく、現状も同じように運行しています。 

福島運輸支局黒田委員：では、幹線系統に今後また接続できるような形にできるのであれば、また

復活させていただければと思います。補助金が少なくなってしまうのも大

変だと思いますが、できる限り維持していただければと思います。しっか

り維持できるよう、見直しをして地域の方の意見もしっかり吸収していた

だければと思います。 



佐藤会長：ありがとうございます。ご相談させていただく場合もあると思いますので、その際はよ

ろしくお願いいたします。 

≪協議事項（３）について原案のとおり承認≫ 

 

（４）その他 

  【事務局より】 

  ・南会津町地域公共交通マップの紹介 

   →委員全員に配布 

・次回会議開催日について 

 →令和６年８月２１日（水）１３：３０～ 役場本庁舎３階正庁 

【委員より】 

・構成員の区分について修正依頼 

   福島県バス協会宍戸委員：区分の（３）一般乗用旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表

について、一般乗用はタクシーのみなので、バス協会は区分が違う

と思うのですがいかがでしょうか。 

 事務局（室井）：後日確認して修正し、対応します。 

 ※（6/27確認）ご指摘の通りでしたので、区分に記載されている「乗用」を削除し、修正します。

南会津町地域公共交通会議規約に基づいたものに全て統一するため、次回の名簿から全ての区分

の「乗用」及び「乗合」の文字は削除し、対応します。 

    

～協議終了～ 

 

詳しい説明内容等については別添資料のとおりです。 

 

以上 


